
★改定点は下線部分 

 

◆特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）（抜粋）◆ 
告示：令和 2年 3月 5日 

実施：令和 2年 4月 1日 

（厚生労働省告示第 61号） 

 

 

（Ⅲ 医科点数表の第２章第４部に規定するフィルム及びその材料価格） 

 

 

１枚当たり材料価格（新） １枚当たり材料価格（旧） 

００１ 半切 １２０円 半切 １２４円 

００２ 大角 １１５円 大角 １１８円 

００３ 大四ツ切 ７６円 大四ツ切 ８３円 

００４ 四ツ切 ６２円 四ツ切 ６４円 

００５ 六ツ切 ４８円 六ツ切 ５２円 

００６ 八ツ切 ４６円 八ツ切 ４９円 

００７ カビネ ３８円 カビネ ３８円 

０１９ 画像記録用フィルム 

(1)半切 ２２６円 

(2)大角 １８８円 

(3)大四ツ切 １８７円 

(4)Ｂ４ １５０円 

(5)四ツ切 １３５円 

(6)六ツ切 １１９円 

(7)24cm×30cm   １４５円 

画像記録用フィルム 

(1)半切 ２２６円 

(2)大角 １８８円 

(3)大四ツ切 １８７円 

(4)Ｂ４ １５０円 

(5)四ツ切 １３５円 

(6)六ツ切 １２０円 

(7)24cm×30cm   １４５円 

 
 

 

 

 

 


